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は じめに

ニュージーラン ドは、世界にかつて例をみ

ない行政改革と、徹底 した自由化に短期間で

成功 した国だ。このことを初めて耳 にしたの

は、日本のラジオか らだった。 この改革によ

り、国家公務員数を激減させ、 また経済を立

て直 したニュージーランドを讃えると同時に

日本の行政改革の遅さを批判する内容だった。

次 にこの改革について聞いたのは、ニュー

ジーラン ド留学で勉強するようになってから

で、その内容はとても衝撃的だった。なぜ な

ら、この改革がニュージーランドの金融シス

テムを根本的に変えてしまったからだ。そ し

て、このような改革が金融システムだけでな

く、社会全般 にわたって行われたという事実

を知ったか らだ。

1984年 か ら93年 のニュージーランドはいわ

ば短期 間で国家システムを転換 させるための

実験場であったといえると思う。 この革命的

ともいえる急激な改革がなぜ必要だったのか、

そしてその経緯、またこの大 きな変化が人々

の暮 らしにどのような影響を与えているのか

を考 えてみたい。
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1改 革 前(1984年 まで)

ニ ュ ー ジ ー ラ ン ドの 行 政 改 革 ・自 由 化 は

1984年 、 労 働 党(Labour)の デ ー ビ ッ ド ・

ロ ンギ が 首 相 の座 に 就 い てか ら始 め ら れ た 。

そ れ 以 前 の ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド経 済 は 、 とて も

規 制 が 厳 し く、 ま た 行 政 にお い て も不 効 率 な

面 が 多 くみ られ た 。

数 々 の 規 制 は 、 とて も細 か い部 分 に ま で及

ん で い た た め 、す べ て を例 に挙 げ る こ とは で

きな い が 、 一 部 を こ こ に紹 介 す る と、 外 国製

品 を国 内 に持 ち込 む に は政 府 の認 可 が 必 要 で

あ っ た と い う こ と。 医 者 の処 方 箋 な しで は マ

ー ガ リ ンが 買 え な か っ た こ と
。 政 府 しか テ レ

ビ番 組 を流 せ な か った こ と。 海外 の 雑 誌 を定

期 購 読 す る に は 中 央 銀 行(theReserveBank)

の 許 可 が 必 要 だ っ た こ と。 ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド

で 製 造 で きる製 品 を輸 入 す る こ と はで きな か
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っ た こ と 。 ウ ー ル以 外 の 原 料 で カ ー ペ ッ トを

製 造 す る こ と は違 法 で あ っ た こ と。 な ど人 々

の 生 活 に直 接 関 係 す る様 々 な規 制 が あ っ た 。

また 、 国 が い くつ か の 主 要 産業 を独 占 して

い た が 、 こ の 運 営 も不 効 率 だ っ た 。 例 え ば 、

鉄 道 は 、 今 日 と 同 じ量 の物 品 を輸 送 す る の に 、

4倍 の 労 働 者 を雇 い 、 電 話 は 、 ビ ジ ネ ス用 の

回線 をつ な ぐの に6週 間 は か か っ た とい う。

改 革 に よ っ て もた され た こ こ の経 済 分 野 の

変 化 の 様 子 は 、 主 に 第II章 で 検 討 す る こ とに

し、 こ の 章 で は 、 国民 党(National)ロ バ ー

ト ・マ ル ドゥー ン首 相(1975～1984年)の 時

代 の経 済 状 態 、 経 済 政 策 を中 心 に 、 どの よ う

に ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド経 済 が 悪 化 し、84年 以 降

の 大 改 革 が 必 要 、 ま た可 能 に な っ た の か を考

え て み た い 。

1.第 一 次 石 油 危 機 の 影 響

1973年10月 の 石 油 危 機 に よ り、石 油 価 格 が

急 謄 す る と 、 ニ ュ ー ジ ー ラ ン ドの貿 易 条 件 は

43%も 落 ち込 ん だ 。 そ れ まで の 膨 大 な 貿 易 黒

字 は一 気 に赤 字 へ と転 落 し、2年 後 に は10億

ドル を超 え る 赤 字 を抱 え る よ う に な っ た 。 こ

の と き(1974年 カ ー ク首 相 の 突 然 の 死 に よ り

蔵 相 で あ っ た りロ ー リ ング が 首 相 に な って い

た)政 府 は消 費 者 物 価 安 定 の た め 、 よ り多 く

の 産 業 に 補 助 金 を与 え た。 しか し、 そ の 財 源

は 海 外 か ら の借 款 に よ っ て ま か な わ れ た 。

(1975年 、 日本 との 最 初 の借 款 交 渉 が 行 わ れ

た 。)ニ ュ ー ジ ー ラ ン ドは 世 界 で も類 を み な

い 補 助 金 国 、規 制 国 に な っ て い た。 そ れ まで

ゼ ロ に等 し か っ た 失 業 率 も上 昇 を始 め 、 経 済

危 機 に 陥 っ た事 実 は 疑 い もな か っ た 。

社 会 問題 や 経 済 問 題 に対 す る政 府 の 失 策 を

批 判 す る 声 が1975年 の 選 挙 で の 政 権 交 代 とい

う結 果 を 生 み 、 国 民 党 が 政 権 に復 帰 した 。 首

相 と な っ た54歳 の ロバ ー ト ・マ ル ドゥー ン は 、

"N
ewZealandthewayyouwantit"と 約 束

した が 、 経 済 不 況 は 続 い た。

1976年 、 ニ ュ ー ジ ー ラ ン ドの 貿 易 条 件 は 低

下 し続け、インフレも18%に 達 した。(資料 ユ)

激 しいインフレは、生産コス トを引 き上げ、

失業者は増大 した。(資 料2)ニ ュージーラ

ンドは豊かな国の地位から転落の一一途をたど

り、「富める国民」 としての自負 の強かった

国民は大 きな衝激を受けた。

政府は経済への介入、つまり経済統制を推

進 し、消費者 と農民を対象 とする補助金制度

を導入するなど、様 々な形で経済介入を行っ

た。

2.第 二 次 石 油 危 機 の 影 響

イ ン フ レ も よ うや くお さ ま り始 め 、 国 民 党

政 府 が 規 制 緩 和 を検 討 し始 め て い た 、1979年 、

第 二 次 石 油 危 機 が起 こ っ た 。

そ の 当 時 、通 産 相 だ っ た ヒュ ー イ ・テ ン プ

ル トンは テ レ ビ イ ン タ ビュ ー で そ の 頃 の 様 子

を こ う 語 っ た。"It(第 二 次 石 油 危 機)was

justlikeanearthquakewhichknockedthe

buildingoffitsfundations.We'djustdeclared

inourpolicythatweweregoingtofreeup

theeconomy.We'dactuallyhadourfirst

meetingandconfirmedthismarvellous

thought.Withinafortnight,threeweeks,he'd

(マ ル ド ウー ン首 相)changeddirection."(注

1)

ま さに 、 第 二 次 石 油 危 機 は 、 ニ ュ ー ジー ラ

ン ド経 済 を深 刻 化 させ た。 政 府 は 、経 済 建 て

直 し を 目指 し て大 規 模 事 業 計 画(ThinkBig)

を始 め た 。 こ の エ ネ ル ギ ー 開 発 計 画 に よ り、

少 な く と も60%の エ ネ ル ギ ー が 自給 で き る よ

う に な る 予 定 だ っ た 。 ま た この 計 画 は10年 間

で41万 人 に新 しい仕 事 を提 供 す る、 と政 府 は

国 民 に説 明 した 。

しか し、 こ の計 画 は 同時 に 経 済 面 に お い て 、

更 な る政 府 に よる統 制 を必 然 的 に伴 う もの だ

っ た 。 実 際 、theRemuneraionAct1979は

労 使 関係 、 固 定 給 与 に 関 して 政 府 の介 入 を可

能 にす る もの だ っ た 。 ま た 、 ニ ュ ー ジ ー ラ ン

ドの 対 外 債 務 は さ ら に膨 れ上 が っ た 。
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1981年 に な っ て も イ ン フ レ率 は高 い ま まで

あ っ た し、5万 人 以 上 が失 業 状 態 に あ った 。

こ の 年 の 予 算 案 にお い て も20億 ドル以 上 の 赤

字 が 見 積 も られ 、 経 済 成 長 も見 込 まれ なか っ

た 。 政 府 の 失 策 を 指 摘 す る 声 が 強 ま る 中 、

1982年7月 、 イ ン フ レ率 は18%へ と近 づ き 、

マ ル ド ゥー ン首 相 は賃 金 と価 格 の 凍結 を発 表

した 。(こ の 凍 結 は こ の後2年 問続 い た 。)

政 府 は 、大 規 模 事 業 計 画 が う ま く経 済 を刺

激 し、 回復 させ る こ と を期 待 して い た 。 しか

し、74年 に4億7000万 ドル だ っ た対 外 債 務 は 、

10年 後 の84年 に は そ の18倍 の82億3000ド ル に

まで 膨 れ上 が っ て お り、 経 済 は ま さ に行 き詰

ま っ て い る 状 態 だ っ た 。

マ ル ドゥー ン首 相 は1984年6月14日 、4週

間 以 内 に総 選 挙 を 実 施 す る こ と を宣 言 した 。

そ の 選 挙 で 、 国民 党 政 府 に失 望 した国 民 は 、

デ ー ビ ッ ト ・ロ ンギ 率 い る労 働 党 を政 府 と し

て 選 ん だ 。

3.マ ル ドゥーンと為替危機

新政府発足当時、ニュージーランドは深刻

な為替危機に直面 していた。この為替危機を

評論家たちはロジャー ・ダグラスの"window

ofopportunity"と 呼んだ。なぜ ならこの危

機は、新政府が思い切ることを可能にしたか

らだ。

この為替危機が深刻化 したのは、マル ドゥ

ーン首相の経済政策によるところが大 きい。

というのも、マル ドゥーン首相は、自分が経

済について完全に理解 していると思 っていた

ため、中央銀行の度重 なる警告を無視 し続け

てきたからだ。

政府による経済への介入や補助金政策、大

規模事業計画は、いつれも莫大な資金を必要

とするものだった。特 にマル ドゥーン首相は

政府の経済介入を次第に強めていったため、

そのための資金額 も大きくなる一方だった。

1985年 までニュージーランドは固定為替相

場制 をとっていた。(外 国為替は中央銀行 に

よってのみ、取引 されていた。)政 府が為替

相場 を故意に高 く設定 していたため、中央銀

行は為替安定のために自国通貨を買い続ける

ことを余儀なくされた。中央銀行はしきりに

平価切 り下げをマル ドゥーン首相に要求 した

が、それが許可 されることはなかった。実際、

1984年 の時点では、1972年 当時 と比べて、貿

易条件は20か ら30%も 低下 していたのにもか

かわらず、為替は同じ水準が保たれていた。

こうして、自国通貨安定のためにも、海外か

らの借款が進められた。

海外からの負債額が増 えるに従 って、当然

のことながら、次第に借 りることが困難 とな

っていった。同時にその利子率 も高 くなって

いった。このまま"borrowingandhopepath"

が続 け られていたら、IMFに 国の財政 を任

せなければならない事態が起こ りかねなかっ

たという。

とても信 じられないことだが、1970年 代、

ノーマン ・カークからマル ドゥー ン政権 まで

の時代、資金が足 りなくなると、通貨 を増刷

するという政策がとられていた。そ してその

結果 として、1970～80年 代のインフレを引き

起こしたのだ。

このインフレ率が高い時代、貧富の差が拡

大 した。お金に余裕のある、政府に守 られ、

輸入独 占権を持 ったビジネス経営者などは、

土地や家、 ヨット、美術品を投資 目的で購入

し、後に高値で売ることも可能だった。 しか

も、これ らの資産購入資金は、会社の経費 と

することが できたのだ。その一方で、'ほとん

どの国民は、銀行に預金 して もどんどん目減

りしていってしまうような、不平等 な社会だ

った。(通 常、多 くの消費者が利用する当座

預金には利子が付かなかったので)

政府は、インフレにより貨幣価値が下がる

と、自ら借金 をしてまで自国通貨を買い、様々

な経済介入や、産業保護のための補助金のた

めの資金が足 りな くなれば、紙幣を増刷 し、

インフレを助長する、 といった悪循環を繰 り
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返 していたのだ。

マル ドゥーン政権が様々な規制、介入、保

護 などを執拗に続けたのには彼 らの育った歴

史的環境が影響 している。マル ドゥーンとそ

の内閣閣僚のほとんどは、第一次世界大戦で

自国の軍隊が偉大な貢献をした話 を聞 きなが

ら育 ち、後 に1930年 代の大恐慌の時代を経験

した。この時代、多くの人が失業 し、国とし

て、一人の人間 としての誇 りや、自信を失 っ

ていた。その自信は第二次世界大戦によって

取 り戻 された。

これらの経験によって人々の問に、再び恐

慌に左右された くない、という気持 ちが強 ま

った。そ して、人々は集産主義化 された社会

システムの維持すなわち国家が常に国民を保

護する立場にあるという信念を築 きあげた。

このような経験 と信念に基づいて、マル ドゥ

ーン政権 はその政策を進めていったのだ。

しかし、マル ドゥーンが首相を務めた10年

間にニュージーランド経済は悪化 し続け、失

業者は5000人 から13万2000人 へ と増加 した。

純公債(netpublicdebt)は6倍 に、そして、

その返済額が政府 の総支出に占める割合は

6.5%か ら19.5%と なった。同時期の平均経

済成長率はわずか0.9%で 、これはOECD加

盟国平均の半分以下だった。深刻な為替危機

を迎え、1984年 総選挙直前 には、ニュージー

ランド経済は破産する寸前だったといえる。

皿 労働 党による改革(1984～90年)

労 働 党 に よる新 政 権 は 、 そ の 指 導 者 の 大 半

が 弁 護 士 、 大 学 教授 、 教 師 な どの 出 身 で 、 ま

た 彼 らの ほ とん どが40年 前 半 とい う 若 い 世 代

の 政 権 だ っ た 。 す なわ ち 、前 政 権 の 政 治 家 に

影 響 を与 え た戦 争 や 大 恐 慌 の 時 代 を知 ら な い

世 代 に よる 政 治 の 幕 開 け だ っ た 。

当 時 蔵 相 で あ っ た ロ ジ ャ ー ・ダ グ ラ ス の
"G

oodgovernmentshouldliberatepeople,not

enslavethemtoeithertheprivatesectoror

thestate。"(注2)と い う言 葉 通 り に 、 新 政

府 は 発 足 と同 時 に大 改 革 に乗 り出 し た。 こ の

政 府 の ね らい は 、 世 界 で 最 も規 制 の 厳 しい 国

か ら、 最 も緩 い 経 済 へ の 転 換 だ っ た 。

選 挙 後 ま ず は じめ に デ ー ビ ッ ド ・ロ ン ギ が

取 りか か っ た の は 、20%の 平 価 切 り下 げ だ っ

た 。 この 処 置 は ロ ンギ が 選 挙 後 す ぐ、 首 相 に

な る 宣 誓 をす る 前 に命 じ られ た。 そ して こ の

処 置 は 、 銀 行 業 、 金 融 産 業 、 製 造 業 、 農 業 、

行 政 に対 す る 一 連 の 改 革 の 門 戸 を 開 くもの だ

っ た。 こ の よ う な 改 革 は1980年 か ら ロ ジ ャ

ー ・ダ グ ラ ス が書 物 の 中 で
、 ま た 国 会 で 主 張

し て き た こ と だ っ た の で 、 彼 の 名 前 か ら

Rogernomicsと 呼 ば れ る よ う に な っ た 。

こ の 章 で は 、 これ ら の改 革 につ い て そ れ ぞ

れ項 目 を も うけ て 検 討 して み た い 。

1.金 融システムの改革

平価切 り下げの発表 とともに、金利統制の

解除、国債の発行の再開が発表され、これ ら

は直ちに実行に移 された。国債の発行は、海

外からの借款を抑 え、国内から資金 を調達す

ることをその 目的の一つ としていたが、その

最大のねらいは以前のように通貨を増刷する

ことによってではなく、国民から資金 を借 り

ることによって赤字の埋め合わせをするとい

うことだった。(外 国の投資家がこの国債を

購入することも可能だった)

1984年 より前にも国債の発行はなされてい

たが、それに対す る金利はあまりにも低かっ

たため、国債の購入を法律により義務づけ ら

れた銀行や金融機関以外にはほとんど購入さ

れなかった。

1984年7月27日 、中央銀行が国債の発行を

再開した日、同時 に金利政策 も市場金利 を重

視する ようになった。(マ ル ドゥーンによっ

てなされた賃金 と価格の凍結 を解いたとき、

金利は15%へ と上昇 したため、この頃もかな

り高い金利 が保たれていた。)中 央銀行は大

幅な財政赤字を埋め合わせるため、かな りの
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量の国債 を発行 しなければならなかったが、

その頃はまだ固定為替制度 をとっていたこと、

さらに金利が高かったため、この国債を購入

したいという外国の投資家の関心を引 きつけ

た。中央銀行はそのような外国投資家にやよ

り多くの国債を売 ることを義務づけられた。

しかしその結果、外国の通貨がニュージーラ

ンドドルに両替 され、 さらに多 くの ドルが国

内の銀行システムを駆けめ ぐり、インフレを

助長した。 よって、一 日も早い変動為替制度

導入が必要だった。

変動為替制度導入に当たって、1984年12月

政府は外国為替取引 に関する規制 をすべて撤

去した。このことにより、外国資本の会社 も

ニュージーランドの資本市場に自由に参入で

きるようになった。また、国民 も今までとは

違って、海外で 自分のお金をどのように使お

うが、政府の許府の許可を取 らなくてすむよ

うになった。 よって、イギリスの雑誌を定期

購読 しようが、イタリアのスーツを買おうが、

海外の不動産物件 を買おうが自由になったの

だ。

ダグラス蔵相はこの制度導入の正式発表の

1985年3月2日 午前10時30分 まで変動為替制

度について語 ろうとはしなかったが、ジャー

ナリス トや金融機関はすでにこの導入につい

て推測をしていた。

この導入 によって、ニュージーラン ドドル

の価格は下がるだろうとい くつかの金融機関

は推測をしていたため、これらの機関は導入

前 に ドルを売却 していた。彼 らは導入後下が

った ドルを買い戻 して一儲けようとしていた

のだ。 しか し結果 はその逆で、変動為替 にな

るとニュージーラン ドドルの価値は上がった。

よって、い くつかの金融機関は財政危機 に見

舞われたが、以前 とは違い、中央銀行か らの

救いの手 はさしのべ られなかった。

新 しく銀行 に関する法律が、1984年ll月11

日に発表され、銀行のあ り方が大 きく変えら

れた。それ までは4つ の大 きなtradingbank

と 各 地 域 に 根 付 い たtrusteesavingbankの

み が 銀 行 と して 個 人用 小 切 手 を扱 う こ とが で

き る な ど市 場 を独 占 して きた 。 しか し、 これ

か らは どの 金 融 機 関 もあ る一 定 の 基 準 を満 た

して い れ ば 銀 行 とな る こ とが で き る よ う に な

っ た の だ 。 す な わ ち 、 外 国 の 金 融 機 関 もニ ュ

ー ジ ー ラ ン ドで銀 行 を 開 く こ とが で き る よ う

に な っ た 。

これ まで あ らゆ る面 に お い て 政 府 に よ っ て

保 護 され 、 客 の 需 要 も考 え る こ とな く営 業 を

続 け て き た銀 行 も市 場 競 争 が 生 ま れ た こ とに

よ り、 営 業 時 間 の 延 長 や 、ATMの 設 置 な ど

顧 客 獲 得 の た め にサ ー ビス の 向 上 に力 を入 れ

る よ う に な った 。

1989年12月15日theReserveBankActが 可

決 され 、 中 央 銀 行 は 年 間 の イ ン フ レ率 を0～

2%に 抑 え な け れ ば な ら な く な っ た 。(現 在

3%)こ の こ とが 守 れ なか っ た 場 合 、 中 央 銀

行 の総 裁 は辞 職 の危 険 に直 面 す る。 こ れ は 、

政 府 の イ ン フ レに 対 す る態 度 が 大 幅 に 変 わ っ

た こ と を示 して い る。

TheReserveBankActが 可 決 す る 前 の

1987年 株 式 市 場 が 大 暴 落 す る と い う事 態 が 起

こ った が 、 中央 銀 行 は 断 固 と して紙 幣 を増 刷

す る とい う こ と を しな か っ た。 こ の2年 後 こ

の と き紙 幣 を増 刷 して い た オ ー ス トラ リ ア は

深 刻 な イ ン フ レ に苦 しむ こ と に な る 。

2.税 制改革

1984年 以前までの政府は、規制や保護政策

のため、その支出は膨れ上がっていき、結果

として個人に対する所得税率 も引き上げられ

ていった。 しか し、支出はやがて税収を上回

り、海外か らの借款に頼るようになっていっ

た。このような政策は将来の納税者の負担を

さらに重 くしてい くものだった。

1984年 度の政府支出は総GDPの39%を 占

め、税収の64.3%は 個人からの所得税によっ

て集められていた。加えて、インフレと様々

な規制は食料品や洋服などの日常生活品の価
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格 を上げ、人々の生活を圧迫 していたといえ

る。 また、theWholesaleTaxは 贅沢 品と呼

ばれる物品 に適用 されていた。 しか しここで

いう贅沢品 とは、車やレコー ド、カセ ットテ

ープ、化粧品、スプーンやフォークな どの食

卓用器具、テレビなどを指 し、結局低所得者

層に不利 に働いていた。

残業や副業には高い税率がかけられていた。

よって税金対策として、労働者の中には、現

金の代わりに車や商品などの物品を受け取 り、

実際の所得額 より低 く見せかけている者もい

た。

年間3万 ドル以上の個人所得 には最高で

66%の 税率が適用 されていたが、このような

入の中には、収入の一部を税金のかからない

投資、例えばサラブレッドの育成やキューウ

ィフルーツ農場の購入などに当て所得申請額

を減らし、この最高税率を逃れていた。

1984年 法 人税 による税収 は全体 のわずか

6.7%に しか満たなかった。法 人に課せ られ

る税率は44%で あったため、最高個人所得税

率(66%)が 適用 される会社経営者は会社の

中に所得を隠 したりしていた。 このころはま

だ、会社の資産として購入されたものを実際

は会社ではな く個人が利用 して も特 に問題は

なかった。例 えば、会社名義で買った車を自

由に乗 り回す ことも可能だった。

海外からの送金が自由化されると、税金対

策のため税率の低い外国にも会社 を登録 し、

会社の収入をその外国で申請するといった行

為をとる会社 もでて きた。さらに会社の支出

を両方の国で申請、税金の払い戻 し(double-

dipping)を 受ける会社 もでてきた。このよ

うに、国民や国内に存在する法人はいかにし

て税金を支払わないか、ということに力を注

いだので、税収は政府が期待するほどに上が

らなかった。

1984年11月 ダグラス蔵相の予算案には、大

幅な税制改革を以後3年 間で実施するという

意志が示されていた。一番大 きな税制に関す

る 変 化 は 、 所 得 税 の 大 幅 な 減 税 と10%のthe

GoodsandServicesTax(通 禾尓GST、 現 在 は

12.5%)と い う消 費 税 の 開 始 だ っ た 。GSTは 、

金 融 サ ー ビ ス と中 古 品 以 外 の す べ て の 商 品 と

サ ー ビ ス に 適 用 され る。1986年10月 にGST

が 導 入 さ れ る の と 同 時 に 、 こ れ ま で のthe

WholesaleTaxは 、 た ば こや ガ ソ リ ン 、 酒 を

除 い て排 除 され た 。

1985年4月 か らは 、 会 社 の 資 産 を私 用 に使

う こ とが 禁 止 さ れ 、 会 社 経 営 者 は 所 得 を 会 社

に隠 す 意 味 が な くな っ た。1986年10月 か らは

accrualaccounting(発 生 主 義 会 計)が 民 間

部 門 で義 務 づ け さ れ た 。 こ れ に よ り収 入 は そ

の ま ま の金 額 が 記 録 され 、 税 金 が 課 せ られ る

よ う に な っ た 。 す な わ ち こ れ ま で は 、 一 定 期

間 の 収 入 を 資 産 の 購 入 や 税 金 の か か ら な い分

野 へ と投 資 す れ ば 、 そ の 購 入 額 や投 資 額 を収

入 か ら引 い た 分 だ け に税 金 が 課 せ られ て い た

の を こ れ以 降 は 、 収 入 は収 入 と して そ の ま ま

税 金 が 課 せ られ る よ うに な っ た。

1986年12月 か ら は 、double-dipppingを 禁

止 し、 さ らに ニ ュ ー ジ ー ラ ン ドで得 た 会 社 の

収 入 は ニ ュ ー ジ ー ラ ン ドで 申請 しな け れ ば な

らな い と した の で 、 税 金 対 策 と して外 国 で 会

社 を登 録 す る意 味 は な くな っ た。

こ の よ う に税 金 か ら逃 れ る 抜 け道 をふ さ ぎ、

所 得 税 率 を 引 き下 げ 、 代 わ り にGSTを 導 入

した こ とで 国家 の 税 収 は安 定 した。

3.自 由市場への転換

1984年 より前、商業活動 を取 り巻 く環境は、

消費者に不利で、生産者には非常に有利 なも

のだった。商店の営業時間は規制され、週末

に買い物 をすることはで きなかった。そして

外国製品の持ち込みと販売は輸入ライセンス

や関税 という形で制限されてきた。

輸入ライセンスは、もしその製品が国内で

可能であれば発行 されなかった。そのためニ

ュージーラン ドの製造業者は、価格の安い、

そ してときには性能のよい、外国製品 と国内
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市 場 で 競 争 す る必 要 が な く、 自分 た ち の 製 品

を 高 い 価 格 で市 場 に 出 す こ と も で きた 。 こ の

た め 、 あ る程 度 の 価 格 統 制 が 必 要 で あ っ た の

で.各 製 品 に は最 高 価 格 が 決 め られ て い た 。

(ガ ソ リ ン な ど に は 逆 に 最 低 価 格 が 設 定 さ れ

て い た)

主 に 国際 収 支 の赤 字 対 策 と して 、1938年 か

ら輸 入 ラ イセ ン ス は 導 入 さ れ て い た 。 こ の 頃 、

輸 入 が 輸 出 を超 過 して い た の で 、 自国 の製 造

保 護 が そ の 目 的 だ った 。 ま た 、 製 造 業 の育 成

が 輸 出 品 目(こ れ まで は ウ ー ル や 食 肉 、乳 製

品 が 主 な輸 出 品)の 多 様 化 を もた らす と考 え

られ て い た 。

輸 入規 制 の厳 しか っ た の は 、 車 、 靴 、 洋 服 、

玩 具 、 ス ポ ー ツ 用 品 、 ラ ジ オ 、 テ レ ビ、 電 化

製 品 、 食 器 な ど、 家 庭 内 で必 要 な もの ば か り

だ っ た の で 、 この よ う な規 制 は 特 に低 所 得 者

層 に不 利 に働 い た 。 オ ー ス トラ リア で は 、 こ

の よ う な品 物 が 約 半 額 で 購 入 で きた の で 、 飛

行 機 に対 す る 規 制 が 緩 和 され 、 航 空 券 が 比 較

的安 くな る と多 くの 人 が オー ス トラ リ ア に買

い物 に 出か け る よ う に な っ た。 こ の 頃 の 様 子

をゲ イ リ ー ・ナ ップ(元 国 会 議 員)は 、

"Th
ey(NewZealanders)couldhopon

planesandgotoSydneyandyou'dseethem

comeoutoftheairportlookingliketheywere

atthecheckoutofthesupermarket,withthe

trolleyspiledhighwithclothesandgoodies
,,

theygotinSydneytheycouldn'tbuyhere.

(注3)と 表 現 し た 。 そ し て 国 民 は 自 国 の 経

済 が い か に 閉 鎖 的 で 、 い か に 自 分 た ち が 損 を

し て い る か を 感 じた 。

輸 入 ラ イ セ ン ス は 毎 年 同 じ会 社 に 更 新 さ れ 、

し か も そ の 会 社 は 収 入 を 政 府 に よ り保 証 さ れ

て い た 。 よ っ て こ れ ら の 会 社 経 営 者 は 利 益 に

つ い て い っ さ い 心 配 す る 必 要 が な か っ た 。 ま

さ に 、"...withincomeguaranteedbythe

governmentprotection,theownerscouldlaze

ontrcpicalbeachsomewhereandnotworry

aboutthreatstotheirbusinesses'survival

fromtoomanycompetitor,"(注4)と い う冫伏

態 だ った 。

輸 入 ラ イ セ ン ス に よ る輸 入 規 制 は そ の期 待

とは 裏 腹 に 、 国 際 収 支 を 回 復 させ る こ と は な

か っ た 。 ま た 、 製 造 業 の 奨励 は、 テ レ ビや フ

ォー ク リ フ トを作 る原 材 料 や 中 間物 の輸 入 へ

とつ なが っ て い っ た た め 、1950年 代 か ら これ

ら原 材 料 な どの 輸 入 に対 す る ラ イ セ ン ス は次

第 に 廃 止 され て い っ た 。

しか し関税 は30か ら40%と 高 い ま まで あ っ

た た め 、製 造 業 者 は最 高 で40%の 関税 をそ の

原 材 料 や 中 間 物 の輸 入 に払 わ な け れ ば な ら な

くな り、小 売 価 格 は 製 造 コ ス トの2倍 に もな

る こ とが あ っ た。 従 って 、 製 造 品 を輸 出 し よ

う と して い る業 者 に これ らの コス トを補 償 す

るた め に 、 ま た貿 易 赤 字 削 減 の新 た な対 策 と

して 、1962年 政 府 は 輸 出 促 進 計 画 を発 表 した 。

輸 出 業 者 に対 す る減 税 や 、exportsuspensory

loans(あ る一 定 の 輸 出 が 達 成 され る と ロ ー

ンが そ の ま ま助 成 金 と な る制 度)な ど 、様 々

な輸 出促 進 政 策 が と られ た 。

1984年 総 選 挙 か ら ユケ 月後 の8月 、 輸 出促

進 政 策 の 撤 廃 が 発 表 さ れ 、 これ 以 後 徐 々 に輸

出業 者 に対 す る援 助 金 や 保 護 政 策 は姿 を消 し

て い っ た。 ま た 、 市 場 競 争 が次 第 に激 化 す る

中 、1984年 以 降 、 こ れ まで の よ う な価 格 統 制

は 姿 を消 し始 め た 。1987年 に は ま だ135品 目

で価 格 の 設 定 が 行 わ れ て い た が 、1989年 に は

天 然 ガ ス に 対 す る も の だ け が 残 り、 これ も

1993年 に は排 除 さ れ た(国 民 党 に よ る)。 ほ

とん どの輸 入 ラ イ セ ンス も1988年7月 に撤 廃

され 、1992年 に は 関税 も最 高 で18.5%に 引 き

下 げ られ た 。

価 格 統 制 、 輸 入 ラ イセ ン ス 、輸 出 に 対 す る

奨 励 金 の 撤 廃 、 関 税 の 引 き 下 げ は 、com-

mand-and-control経 済 か ら、 自 由経 済 へ と ニ

ュ ー ジ ー ラ ン ドを移 行 させ た 。 す な わ ち、 政

府 が どの よ う な商 品 が どの よ うな 価 格 で 消 費

者 が 購 入 で きる か を コ ン トロ ー ル す る経 済 か

ら、 消 費 者 が 幅 広 い 商 品 か ら欲 しい もの を選
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択できる経済へ と変わったのだ。商品が多様

化 し、価格 も低下 したので、消費者は今 まで

のようにオース トラリアまで出かけなくても

欲 しい商品 を手に入れることができるように

なった。

4.農 業 改 革

イ ギ リ ス の 特 恵 制 度 の 下 で 、 そ の 牧 場 と し

て発 展 して きた ニ ュ ー ジ ー ラ ン ドが 、1973年

イ ギ リ ス のEEC加 盟 に よ り、 こ れ まで 保 証

され て きた 羊 毛 製 品 の イ ギ リ スへ の輸 出 が 激

減 した。(資 料3)ま た 同 年 、石 油 危 機 に よ

る船 ・車 に よる輸 送 コ ス ト、 農 機 具 の価 格 の

上 昇 は 農 民 を 一層 苦 しめ た 。

そ こ で1976年 、theLivestockIncentive計

画 が 導 入 され た 。 農 民 た ち は 今 まで の倍 の 数

の 羊 を育 て る よ う奨 励 さ れ た の だ 。 そ して 、

1978年 に はtheRuralBank(政 府 に よ る 農 民

へ の 資 金 貸 出 機 関)に よ っ て 、 低 金 利 の ロー

ンが 提 供 され る よ う に な っ た 。 この こ ろ 世 界

で 農 産 物 の 価 格 が 低 下 し た の に 対 し、 政 府

(マ ル ドゥ ー ン政 権)は 、theSupplementary

MinimumPrice計 画 を 導 入 、 農 産 物 の 市 場 価

格 が この 設 定 価 格 を下 回 る場 合 、 政 府 が これ

を補 償 した 。

この よ う な 保 護 政 策 に よ り、羊 の 数 は増 加

し続 け 、1975～1976年 に は5500万 頭 だ っ た の

に対 し、1980年 代 初 頭 には7000万 頭 に もな っ

た。 羊 が 増 え 、 よ り広 い 土 地 が 必 要 と な れ ば

theRuralBank儂 業 銀 行)か ら、 低 金 利

(2%)の ロ ー ン を 組 み 、 補 償 金 目 当 て に さ

らに羊 の 数 を 増 や して い っ た 。

農 民 た ち は 食 肉 の 市 場 価 格 が 低 い とい う現

実 に は 目 も 向 け ず 、 食 肉 の 需 要 も考 え ず に生

産 を続 け た 。 従 っ て 供 給 過 剰 と な っ た が 、 余

っ た 食 肉 は 農 薬 へ と精 製 され た。 た と え ば

次 の よ う な こ と が 行 わ れ て い る。"Inan

instance,meatworth$100million(ifa

marketwere.found),whichhadcostX330

millioninsubsidiestoproduce,endedup

beingworth$6,5milllion."(注5)

1979年 からの5年 間で、農業に対する援助

金(補 償金を含む)は43億 ドル支払われた。

これは国民一人当た り1350ド ルの負担 となる。

1984年 労働党蔵相(ダ グラス)は その初めて

の予算案で、農薬に対する補助金の廃止やそ

れまで政府により無料で行われて きた業務、

たとえば農水省による食肉検査の有料化を提

示 した。1985年12月 には最低価格補償金やそ

れまで低金利で提供 されてきたロー ンにも市

場金利が採用されることを発表 した。 これら

の変化は、農民たちに大きな衝撃を与えた。

・1986年4月 、1万 人の農民が労働党政府に

よる改革に抗議、国民党のジム ・ボルジャー

(90年 には首相 となる)に よって先導 され、

国会周辺を行進 した。国のバ ックボーンとし

て考えられてきた農業が、改革によって軽視

されていると感 じていたのだ。 しか し今 日、

改革を乗 り越 えて きた農民たちは改革前の社

会に逆戻 りしたい と思ってはいない。

5.公 共 部 門 の 改 革

a.機 構 内 の 改 革

改 革 前 、 様 々 な産 業 を国 が 規 制 また は独 占

して い た の で 、 国 民 に選 択 権 は な い に等 し く、

い くらサ ー ビス が 悪 くて も我 慢 しな けれ ば な

らな か っ た。 例 え ば切 手 も郵 便 局 で 決 ま っ た

時 間 に しか 買 え な か っ た し、 パ ス ポ ー トの取

得 に 数 ヶ月 か か る こ と も しば しば あ っ た。 鉄

道 や バ ス で 旅 行 す る際 に 、 荷 物 が 別 の 場 所 に

着 い て し ま う こ とが あ っ た り、 職 員 が 午 前 中

休 憩 を と って い る 間 中 、列 に並 ん だ ま まで 手

続 きを待 って い な け れ ば な らな か っ た りす る

こ とは 日常 茶 飯 事 で あ っ た とい え る 。

こ の 頃 の 公 務 員 の 姿 を ロ ジ ャ ー ・ホ ー ル

(コ メ デ ィ ア ン)が 演 じ、 人 気 を博 した 。 こ

の コ メ デ ィ ー シ ョ ウ に つ い て 、"Turning

PainintoGain"の 著 者 で あ る コデ ィ ン トン は 、

"W
elaughedatamirrorimage.ofourown

bureaucracy,whichwewerepayingtosup一
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port....welaughedatemployeesinatypical

governmentdepartmentfillingintimebe-

tweensingingon,morningtea,lunch,after-

noonteaandknocking-offtime.Theyfillout

in-housecompetitionforms,-trytocomplete

crosswordpuzzles,studytheracingform,

discusstheirwivesandmothersandgeneral-

lywastetime."(注6)と そ の 著 書 の 中 で 記

して い る 。

こ れ は あ く まで コ メ デ ィー シ ョウ の話 で あ

るが 、 少 な く と も国 民 は この よ う な イ メ ー ジ

を公 務 員 に対 して 抱 い て い た とい え る 。 国 は

最 大 の 雇 用 主 で あ り、重 要 な産 業 を時 に は 独

占 して 運 営 して い た の で 、 この 公 共 部 門 の 改

革 を進 め な け れ ば 経 済 の発 展 は望 め な か っ た 。

各 省 庁 の仕 事 や そ こ で働 く人 々 は様 々 な面

で保 護 ・規 制 され て い た 。 そ れ ま で 各 省 庁 は

そ の 進 め る事 業 に対 して 税 金 を払 わ な くて よ

か っ た し、AirNewZealandやNZRailway

な ど は法 律 で そ の 市 場 独 占が 守 られ て い た。

予 算 を 申請 す る際 に も なぜ そ れ だ け の 予 算 が

必 要 なの か を証 明 しな くて よか っ た 。

公 務 員 は 皆 同 じ労 働 組 合(thePublicServ-

iceAssociation)に 加 入 し、 そ の 賃 金 は 仕 事

内 容 の 似 た 民 間部 門 と 同 じペ ー ス で 上 げ られ

て い っ た 。 よ っ て 、公 共 部 門 の業 務 成 積 に 関

係 な く、 民 間 で 賃 上 げ さ れ れ ば ほ ぼ 自動 的 に

公 共 部 門 で も同 じ こ とが 起 こ っ た 。 も し この

賃 上 げ に よ っ て 、 予算 が 足 りな くな る こ とが

あ っ て も、 そ の分 の 税 金 が 改 め て 配 分 され る

の で 必 配 す る こ と は な か っ た 。 よ って イ ン フ

レ率 が 上 昇 し、民 間部 門 の給 料 が 上 が る と、

公 務 員 の給 料 も上 げ ら れ た の で 、 さ らな る 税

収 が 必 要 と な っ た 。 充 分 な 税 収 が な け れ ば 、

海 外 か ら借 款 を受 け、 将 来 の 納 税 者 の負 担 と

な っ た 。

公 務 員 はtheStateSeviceCommissionに よ

っ て 採 用 が 決 め ら れ 、theHigherSalaries

Commissionが そ の 給 与 額 を 決 め た。 こ の た

め各 省庁 は 本 当 に必 要 な 人 材 が 得 られ なか っ

た り、必 要 以 上 の 人 員 が 送 られ て く る こ と も

あ っ た。 また 終 身雇 用 制 で 給 与 や昇 進 も年 功

序 列 制 を取 って い た 。 そ して与 え られ た仕 事

の み を こ な して い け ば よ く、一 所 懸 命 仕 事 を

して もそ の 上 司 に は特 別 な報 酬 を 与 え る権 利

もな か っ た し、 昇 進 す る わ け で もな か っ た の

で 公 務 員 の 労 働 意 欲 は 自然 と低 か っ た の だ ろ

う。

閣 僚 た ち は重 要 な こ とだ け で な く些 細 な こ

とに つ い て も決 定 を下 さ な け れ ば な ら な か っ

た。1984年 、 蔵 相 と な っ た ダ グ ラス は次 の よ

う な こ と を体 験 して い る。"...toapproveor

disapproveanexpensesclaimfor$400putin

airforceofficerwhohadbeenona.visitto

FijifortheRNZAF.Toreachme,thatpiece

ofpapermusthavepassedthroughhalfa

dozendifferentlevelsintheRNZAFandDe-

fenceDepartment.Thetimeofthepeoplein-

volvedcostthreeorfourtimesasmuchas

the$400claim."(注7)

閣 僚 が 下 した 決 定 は絶 対 で 、 省 の 次 官 は た

だ そ れ を実 行 に移 しす の み で 口 出 しをす る こ

とは 許 さ れ な か っ た。 また仕 事 を合 理 化 し、

コス ト削 減 に 成功 した 管理 職 は 、 割 り当 て ら

れ た 予 算 を き ちん と使 わ な か っ た と い う こ と

で 減 俸 処 分 され て い た 。 よ って 管 理 職 の 中 に

も労 働 意 欲 の あ る もの は 少 な か っ た の だ ろ う。

大 臣 た ち が 本 当 に重 要 な こ と だ け に集 中 で

き、 管 理 職 に 就 い て い る 人 た ちが 専 門 的 か つ

管 理 的技 能 を生 か し、 どの よ う に 目標 を達 成

す るか を 決 め 、 そ して そ の 結 果 に責 任 を持 て

る よ うな 、新 しい 制 度 の確 立 が 公 共 部 門 の 改

革 に は不 可 欠 だ っ た 。

1986年 にtheStateOwnedEnterprisesAct

が 議 会 を通 過 し、 い くつ か の 公 共 事 業 が そ の

管 轄 省 庁 か ら切 り離 され る と、 残 る公 共 部 門

の 合 理 化 が 進 め られ て い っ た。 雇 用 管 理 や 財

政 管 理 が 見 直 さ れ 、2つ の 新 しい法 律 が 可 決

さ れ た 。

TheStateSectorActl988は 各 省 の 次 官 と
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大 臣 の 関 係 と、雇 用 や 解 雇 に 関 す る 法 律 で 、そ

れ ま で のthepermanentheadsはthechiefex-

ecutivesと 呼 ば れ る よ う に な っ た 。Thechief

executives`まtheStateServiceCommissioncこ

よ っ て指 名 さ れ 、 大 臣 との契 約 に よ っ て雇 わ

れ る。 名称 の 変 化 か ら も わ か る よ う に 、任 期

が 決 め られ て お り、 更 新 可 能 な もの の そ の 任

期 は 通 常5年 間 で 、 契 約 が 守 られ ない 場 合 は 、

任 期 途 中 で あ っ て も解 雇 さ れ る。Thechief

executivesは 雇 用 に関 して の 責 任 を持 ち 、 省

内 の 公 務 員 に支 払 わ れ る給 与 も予 算 内 に納 め

な くて は な ら な い 。年 功 序 列 制 、 終 身 雇 用 制

も廃 止 され 、解 雇 、昇 進 に 関 して はtheState

ServiceCommissionで な く、 各 部 署 の 責 任 者

に よ って な され る よ う に な っ た。

各 省 庁 や そ のchiefexecutivesに 対 す る 監

視 項 目 はthePublicFinanceActl989に 定

め ら れ て お り、 そ の 仕 事 ぶ り はtheState

ServiceCommissionに よっ て 監 視 さ れ る。 こ

れ まで とは 違 い 、thechiefexecutivesは 効 率

よ く受 け 請 っ た 省 庁 を運 営 し な け れ ば な ら な

くな っ た 。

ThePublicFinanceActの 最 大 の ね ら い は 、

公 共 部 門 に よる 税 金 の 無 駄 遣 い を 中止 させ る

こ とに あ っ た 。 コ ス ト削 減 を勧 め 、予 算 の 申

請 もなぜ そ れ だ け の 予 算 が 必 要 な の か を 申請

しな け れ ば な らな くな っ た し、 業 績 が 上 が ら

な けれ ば そ の官 僚 らが 責 任 を と ら な け れ ば な

ら な くな っ た 。 ま たAccrualaccouunting(発

生 主 義 会 計)が 公 共 部 門 で 義 務 づ け ら れ 、

thechiefexecutivesや 大 臣 た ち が 管 轄 省 庁 財

務 状 況 を正 確 に 把 握 で き る よ う に な っ た 。

(発生 主 義 会 計 につ い て は 補 足 参 照)

公 共 部 門 の 改 革 は そ の 機 構 管 理 体 制 の改 革

だ け に と ど ま らず 、 い くつ か の公 共 機 関 は 国

有 企 業 、 民 営 化 さ れ た 。1986年 の1年 間 で 国

が返 済 しな け れ ば な ら ない 大 規 模 事 業 関連 の

公 債 額 は72億 ドル に もな っ て い た し、 国が 重

要 な 産 業 を独 占 して きた 結 果 、経 済 成 長 が 遅

れ て きた か らだ 。

b.国 有 企 業 の 誕 生

国 は様 々 な 事 業 を 直接 運 営 し、 交 通 機 関 や

電 気 、通 信 な ど経 済 イ ン フ ラ の ほ と ん ど を支

配 し て き た 。(資 料4)ま た 、TouristHoteI

Corporation,theBankofNewZealand,Post

Office,AirNewZealand,NZ .Steel,RadioNew

Zealandな ど も 国 が 運 営 して い た が 、 この う

ちAirNewZealand,theBNZ以 外 は 毎 年 赤 字

を計 上 して い た 。

国 家 に よる事 業 は 、 そ の 省 庁 と同 じ くは っ

き りと した 目標 が な い ま ま に運 営 され て きた 。

事 業 の 責 任 者 には 、 マ ー ケ テ ィ ン グ 、 生 産 、

財 務 に関 す る決 定 権 は な く、 これ らは す べ て

大 臣 に よ っ て決 定 さ れ て きた 。 こ れ らの 機 関

は商 品 や サ ー ビス を公 共 に提 供 す る ば か りで

な く、 本 当 の 失 業 者 数 を 隠 す た め の 隠 れ 蓑 と

して の 機 能 を果 た して い た 。 か な り余 計 な人

員 を雇 い 、 よ っ て そ の 生 産性 は か な り低 か っ

た。

国家 に よ っ て市 場 に 出 され た 商 品 は 、 イ ン

フ レ率 を下 げ る た め 、 そ して 低 所 得 者 層 を守

る た め 、 政 府 の直 接 介 入 に よっ て 故 意 に安 い

値 段 が 、 時 に は コス ト以 下 の値 段 が 付 け られ

て い た 。 そ して これ に よ っ て 生 じた赤 字 は 政

府 に よっ て 補 わ れ た 。 もち ろ ん 政 府 の 収 入 は

税 金 で そ の ほ とん どが 成 り立 っ て い る の だ か

ら 、 こ の 介 入 は結 局 国 民 を苦 しめ た こ と に な

る。

ま た こ れ と逆 の こ と も起 こ っ て い た 。 国 に

よ る事 業 に は しば しば 独 占権 が 与 え られ て い

た の で 、 電 話 料 金 な ど は必 要 以 上 に高 く設 定

され て い た 。

労 働 党 が 政 権 を握 る と、 こ れ まで 各 省 庁 が

直接 運 営 して き た商 業 活 動 を公 共 サ ー ビス か

ら切 り離 す こ と を決 め た 。 す な わ ち い くつ か

の 国 家 機 関 を 国 有 企 業(stateownedenter,

prise)化 した の だ 。 こ れ ら 国 有 企 業 は 、 民

間企 業 と競 争 し、 消 費 者 の こ とを 考 え 、資 源

を有 効 に使 い 、 利 益 を生 む こ とが 要 求 さ れ た 。

利 益 を確 保 し、 配 当 金 、 税 金 を 国 に 納 め な け
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れ ば な ら な くな っ た。1986年theStateOwn-

edEnterprisesActが 議 会 で 可 決 さ れ る と、

9つ の新 しい 国 有 企 業 が 誕 生 した。(資 料5)

1985年12月 に発 表 さ れ た 国 有 企 業 の 基 本 方

針 は次 の 通 り。(注8)

・Statetradingactivitiesshouldhavepurely

commercial .objectives.

・Stateownedenterpriseswouldoperateina

competitivelyneutralenvironment,subject

tothe-samerulesasanyotherbusiness.

・Thecorporationsshouldbeorganisedina

formdesignedtoassistintheimplemen-

tationoftheseprinciples.

管 轄 閣 僚 の 役 割 も変 化 し、企 業 の 大 まか な

目標 を立 て る こ と、 ビ ジ ネ ス プ ラ ン の承 認 、

提 出 され た3ヶ 月 、6ヶ 月 、1年 毎 の 業 務 予

定 と実 際 の 業 務 成 績 を照 会 、 監 督 す る の み と

な っ た 。 代 わ り に 、chiefexecutivesが 民 間

か ら指 名 さ れ 、 これ ま で大 蔵 省 に任 され て き

た 財 務 管 理 や 、theStateServiceCommission

が して き た雇 用 、 解 雇 な ど に責 任 を持 つ よ う

に な った 。

c.民 間 へ の 売 却

国 家 に よ っ て 進 め られ て きた事 業 の い くつ

か は 国 営 企 業 化 さ れ ず にそ の ま ま民 営 化 され

た 。 そ の 中 に は大 規 模 事 業 計 画 の 遺 産 と もい

え るNewZealandSteelやPetrocorpな ど も

含 まれ て い た 。(資 料6)

1987年 か ら始 ま る民 営 化 の 理 由 の1つ は 、

事 業 を民 間 に売 却 した収 益 で 公 債 を減 ら し て

い くこ とだ っ た 。 も う1つ の 理 由 は 、 これ ら

の 事 業 で 利 益 を生 んで い くこ とが きわ め て 不

可 能 に近 か っ た か らだ 。 そ して 国 が 重 要 な産

業 を独 占 して き た結 果 、 経 済 成 長 が遅 れ て き

た の で民 営 化 す る る と き に は市 場 競 争 が 生 ま

れ る よ う こ れ ら(電 信 や 航 空 な ど)の 市 場 は

自 由 化 され た 。

国 有 企 業 は 独 立 して い る とは い って も、 国

が所 有 して い る企 業 で あ り、政 府 と して は こ

れ らの 国 有 企 業 を倒 産 させ る わ け に は い か な

い。 よって再建できそうな事業は国有企業に、

そ してできそうもない ものを民間に売却 した

のだ。
Yの ような事業の購入先は国内外を問わず

、

どれだけの値を付け、その支払い能力がある

か、どうかで決められた。まさに高値で買っ

てくれるところな らどこでもよかったのだろ

う。実際、その企業の管理能力などはいっさ

い問われなかった という。よって結果として、

資金の豊富な外国企業 に売却されることがほ

とんどだった。例えばTelecom(電 話会社)

は1990年 に42.5億 ドルで、アメリカの会社2

社とニュージーランドの会社2社 に売却 され

たQ

市場経済の よいところは、もし生産者が消

費者の欲 しがるような商品やサービスを提供

しないのなら、その生産者はそのビジネスを

続けることができないことだろう。消費者は

その会社(国 有企業)の 方が多 くの従業員を

雇っているか らといってその会社の商品を選

ぶことはないし、全 く同 じような性能を持っ

た商品があり、その価格に差がある場合、ニ

ュージーランドの会社の商品だからといって

わざわざ高い方を選ぶことは少ないだろう。

よい経営者 にはある一定の注意力、それに

伴う判断力や熟慮が必要 となって くる。 しか

し政府閣僚がその経営者になろうとした場合、

その ビジネスに一定の注意を払 っている時間

がない。よって政府にビジネス経営はその性

質か らして向いていないのだろう。政治的思

惑がその経営に反映 してくるし、税金で運営

されているためその商業活動 は、例えば投資

や事業拡大の面な どで、制限されるからだ。

国家機関の民間への売却は1987年 の選挙公

約 を破るものであったが、この売却によって

1990年 の終わ りまでには約110億 ドルの収益

があった。しか し公債の大幅な返済というま

でには至 らなかった。よってその後 も国民党

政府によって も国家機関の売却は他の経済改

革 とともに続けられた。
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皿 国民党による改革(1990～93年)

1990年10月 国民 党 が 選 挙 に大 勝 した と き、

ニ ュ ー ジ ー ラ ン ドで は1987年 の 株 式 暴 落 に よ

る不 況 が ま だ続 い て い た。 ジ ム ・ボ ル ジ ャ ー

首 相 は改 革 続 行 に 反 対 だ っ た もの の蔵 相 ル ー

ス ・リチ ャー ドソ ンの 説 得 に よ っ て 、労 働 党

の改 革 プ ロ グ ラ ム を引 き継 ぐ こ と を承 諾 した。

国 民 党 政 府 に よ る 改 革 は前 政 権 の よ うな 革

新 的 な も の で は な か っ たが 、 リチ ャ ー ドソ ン

は就 任 早 々福 祉 改 革 に 取 り組 ん だ 。 ま た 、 国

家 機 関 や 国 有 企 業 の民 間 へ の売 却 も続 け られ

た 。新 政 権 発 足 か らわ ず か2ヶ 月 の 間 に社 会

保 障給 付 金 を大 幅 に 削 減 し、 患 者 に対 す る 医

療 費 負 担 額 を 上 げ た 。1991年5月 に はthe

EmploymentContractsActが 可 決 され 、 集 団

交 渉 や ス トラ イ キ に 関 す る 労 働 者 の 権 利 を 制

限 した 。1992年7月 公 共 住 宅 の 管 理 を新 た な

国有 企 業 で あ るHousingNewZealandが す る

こ と に な り、 賃 貸 料 が 引 き上 げ ら れ た 。(お

年 寄 りに は こ の 賃 貸 料 引 き上 げ に対 し、 国 の

社 会 福 祉 課 か ら補 助 金 が 支 給 され た)

1993年 半 ば には 大 幅 な 医 僚 改 革 を進 め 、病

院(hospitals)と い う名称 か らほ とん ど の病

院 がCrownHealthEnterprisesと い う 名 称 に

変 わ っ た こ とか ら も わ か る よ う に 、病 院 の 運

営 も ビ ジ ネ ス ラ ・イ ク に 変 わ っ た 。 こ れ は

user.paysと い っ た考 え方 が 強 く反 映 して お

り、 教 育 もそ の例 外 で は な か っ た。 大 学 や 短

大 の 授 業 料 は 、前 政 権 下 で 有料 化 され て い た

が 、 こ れ も更 に 引 き上 げ られ た 。

しか し、 ボ ル ジ ャー 首 相 は1993年 の 選 挙 に

再 び 勝 利 す る と、 そ の 年 の11月 に は経 済 改 革

を進 め て い た リチ ャー ドソ ン蔵 相 の更 迭 を含

む 内 閣 改 造 を発 表 した 。 こ こ に ニ ュ ー ジー ラ

ン ドの 経 済 改 革 は終 焉 を迎 え た 。

おわりに

1984年 から1993年 までの問に行われたこれ

らの改革は 「革命」 と表現 されることがある。

こ の 短 い 間 に急 速 に行 わ れ た 改 革 は 人 々 の 生

活 を 一 変 し、1984年 に は予 想 もつ か な か っ た

よ う な社 会 シ ス テ ム が 現 在 で は 当 た り前 の 社

会 とな っ て い る。

こ の改 革 の 結 果 、 貿 易 収 支 は1994年 に は2

億9000万 ド ル の 黒 字 、1980年 代 後 半 に は

GDP比 で80%近 く に 達 し よ う と し て い た 政

府 債 務 も38%に ま で 減 り、GDPの 成 長 率 は

6%と 先 進 国 と して は 非 常 に高 い も の とな っ

た 。(資 料7)ま た こ の よ う な 経 済 成 長 が10

年 は持 続 す る とい う経 済 学 者 も多 い 。

特 に1984年 ～90年 まで の 労 働 党 に よ る改 革

は あ ま りに も革 新 的 で 国 民 か ら強 い 反 感 を 買

っ た 。 補 助 金 に代 表 され る政 府 に よ る あ らゆ

る 保 護 が 廃 止 され 、失 業 率 も増 大 し て い くな

か で 、 自分 た ちの 税 金 で 長 年 築 き上 げ て きた

国民 の 資 産 で あ る国 家 機 関 が 次 々 と外 国企 業

に売 却 さ れ て い っ た た め 、 こ の急 激 な改 革 に

人 々 は政 府 に対 して の不 信 感 を募 らせ て い っ

た 。 そ して 、1988年12月14日 に は ダ グ ラ ス蔵

相 を、 そ して翌 年8月3日 に は ロ ンギ 首 相 ま

で を追 い 込 ん だ の だ 。

労 働 党 に よ る 社 会 政 策 は 国 民 に支 持 さ れ て

い た もの の 、 こ の 経 済 改 革 はあ ま り に も急 激

で 国 民 に と っ て は 辛 い も の で あ っ た た め 、

1990年10月 の 総 選 挙 で 労 働 党 が 勝 利 す る こ と

は で きな か っ た 。

ダ グ ラス 、 リチ ャー ドソ ン は と も に 自 らの

経 済 改 革 をそ の志 半 ば で締 め な け れ ば な ら な

か っ た 。 ダ グ ラ ス は そ の 著 書 の な か で"I

reallyregrettedthefactthataGovernmentI

feltcouldhavebeeningovernmentfor12,15

yearsatleast,hadfallenapartsoeasily.Ire-

grettedthefactmoreparticularly.thatwe

hadn'tfinishedthejob.Thatisasensewe'd

got60%alongtheroadandleftthejobunfi-

nised."(注9)と 述 べ 社 会 改 革 は あ ま り進 め

られ な い ま ま改 革 が 終 了 させ られ て し ま っ た。

な か で も医療 改 革 は 急 務 な よ う に思 わ れ て 仕

方 が な い 。 膝 の 手 術 を3年 間 も待 た され た り、
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心 臓 発 作 で 倒 れ た急 患 が2時 間 も待 た され る

こ とが あ るの が ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド医 療 の現 状

だ か らだ 。

ま た この 国 の教 員 不 足 は か な り深 刻 で 、 カ

ナ ダ人 や イ ギ リス 人 の 教 師 が ニ ュ ー ジ ー ラ ン

ドで 多 く働 い て い る。 そ して 今 彼 らの教 師 と

して の 質 が 問題 と な っ て い る 。 教 員 の 労働 条

件 は必 ず し も よい と は い え ず 、 給 料 も安 い の

で教 師 に よ る ス トが 各 地 で 多 発 して い る し、

授 業 に影 響 を 与 え て い る と こ ろ もあ る。

96年10月 の 選 挙 の 結 果 、 国 民 党 とNew

ZealandFirst党 の 連 立 政 権 が 発 足 した。New

ZealandFirst党 の 議 員 に は マ リ オ 系 の 人 が

多 く、 そ の 支 持 者 もマ リオ 系 の 国 民 が 多 く、

これ か らは よ り多 くマ リ オの 権 利 が 確 立 して

い く こ と だ ろ う。NewZealandFirstの 党 首

で あ る ウ イ ン ス トン ・ピ ー ター ス は ア ジ ア 人

排 斥 を訴 え て きた 人物 だ が 、 マ リ オ とパ ケ ハ

(白 人)の 関 係 修 復 だ け で な く、 そ の 他 の 民

族 も う ま く共 存 で きる 社 会 を 目指 し、社 会 改

革 を進 め て い っ て ほ しい もの だ と思 う。
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Gain,AlisterTaylor,Auckland,p.53
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7..AustralianJournalofPublicAdrorcinis-
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資 料2

Figure

Unemployment
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資 料3EXPORTS

Bydestination

資 料4Table1.20wnershipofIndustriesinSelectedOECDCountries,

December1988

NewZealand

(prc-1986)

Austria

France

Norway

Italy

Switzerland

Denmark

Britain

WestGermany

Netherlands

Sweden

Spain

Belgium

Autitralia

Canada

unitedStates

Japan

NewZealand

(carly1992)

Morethan75%governmentownership

Between25%and75Qogovernmentownersllip

Lesthan25"bgovernmentownership

Nilorlittleporductionintht;countryconcerned

Source:AustralianIndustryCommission.1989.
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資料5

Departitientof
Lands&Survey

NZForestService

Commissionofthe
Environment

MinistryofEnergy

M;nistrycifTransport

PostOffice

SSC

LandCorporation(SOF)

DepartmentofsurveyandLandInformation

DepartmentofLands(dissolved1990)

DepartmentofConservation

ForestryCorporation(SOE)

MinistryofForestry

Ministryf°rtheEnvir°nmentC

ParliamentaryCommissionerfortheEnvironment

/ElectricityCorporation(SOE)

<≦ 二__CoalCorporation(SOE)

MinistryofEnergy(absorbedbyMinistryofCommerce1989)

<イ ーAi・w・y・C・rp・rati・n(SOE)＼Mi
llistryofTransp(}rt

TelecomCorporation(SOE)

< Postbank(SOE)

NZPost(SOE)

GovernmentPropertyServices(SOE)
C SSG

(Assetssubsequentlypribatised)

Fig.7.1DevelopmentofState-OwnedEnterprises.1986-87

Soue:StateServicesCommision(1987)

資料7実 質国内総生産(GDP)の 年間平均比の推移
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資料6 SaleofStateAssetsacidTγ α4歪π8Activities,.1987-91

Asset Settlement

Date

SalePrice
$(m)

MainPurchases

NZSteel

Petrocorp

DevelopmentFinanceCorporation

HealthComputionService

Postbank

ShippingCorp

AirNZ

BNZ

LandcorpFinanciallnvestments

Rural.Bank

CommunfcateNZLtd

GovernmentPrint

NationalFilmUnit

StateInsurance

TouristHotelCorp

MotonuiSynfuel

Telecom

StatePlantationForests

・::

・::

・::

・::

1989

1989

1989

1989

1.989/90

1989

1989

1989

T990

1990

1990

1990

1990

1991

327

:1

111

4.25

665

35-40

..1

300

75

625

.2

35

2.2

735

73.8

82.2

4,250

2,300

Equitic°rp(NZ)then.Helenus(Aus)

FCL(NZ)

National .Provident.Fund(UK),Salo-

monBros(US)

Paxus(Aus)

ANZ(Aus/LIK)

Blueport-ACT(UK)

BIL(NZ);Qantus(Aus)American

Airlines(US)JAL(Ja)

Capita/Markets(NL}

Mortgagees

FCL(NZ)

DoCGroup(NZ)

RankGroup

TelevishonIVZ

NorwichUnion .(L'K)

SouthernPacificHotels(US)

FCL(NZ)

Ameritech(US);AtlanticBell(US);

FayRichwhite;Freightways(NZ)

(seeChapter5)
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資料

1 . Len Bayliss, Prosperity Mislaid, GP 

   Publication, Wellington, 1994,  p. 30 

 2  . Bayliss, p. 21 

 3. New Zealand Official Yearbook, Statistic 

   New Zealand, 1995, p. 336 

 4. Ian Ducan and Alan Bollard, Corporati-

   zation and Privatizatiion, OXford 

   Uuiversity Press, Auckland, 1992, p. 8 

 5. Steve Britton, Changing Places in New 

   Zealand, Geographical Society, New 

   Zealnd, 1992, p. 168 

 6  . Britton, p. 168

補 足

・accrualaccountingとcashaccountingの 違

いTurningPainintoGainか ら の 抜 粋(P.32)

 Cash accounting, which is easier, had re-

placed accrual accounting in the public sector 

during the Second world war, when 

accoutants were scarce. Cash accounting 

means an item is recorded when the cash is 

recieved for it, rather than when it is sup-

plied and used. Something purchased on 

credit, for instance, would not be recorded 

until the person paid the bill, maybe two 

months later, rather than when the person 

was supplied with the item. Accrual account-

ing gives a more accurate of a department's 

performance because it records the resources 

used in the production of goods or services at 

same time as the income is received from 

those goods or services. Where this is  espe-

cially useful is in the cost allocation of sub-

stantial valuable assets. Machinery, for inst-

ance, might be fully paid for in the first year, 

but its usefulness stretches over many years. 

Under cash accounting, the purchase price is 

recorded in the first year only, then for the

following years the machinery is considered 

to be  "free".. Under accrual accounting the 

purchase cost is extended over the machin-

ery's lifetime, so its cost continues to be 

measured against the revenue received for 

what it produces. Accrual accounting also 

works the other way round, with regard to 

outstanding revenue.
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(国 際 学 部 高 野 洋 ゼ ミ9月 卒 予 定)

〔担当教 員から〕

筆者の駒形恵美子 さんは一昨年 ミシガン州

立大の夏期研修で最上位のクラスに配属 され、

トップの成績を収めた。昨年から文教大学の

派遣留学生 としてニュージーランドのクライ

ストチャーチ大で経営学を学んだが、留学前

のTOEFLの スコアは590だ った。

掲載の卒論に引用 した文献はすべて英語の

ものである。その英語力より感心 させられた

のは、NZの 経済改革の明快な分析だ。何故

改革が必要で、それがどう進展 したか、問題

点と今後の課題は何かについてこれほど明快

に説明した論文は数少い。

テーマの選択 と筆法にも国際学部にふ さわ

しい時代感覚がみられる。橋本行財政改革も

最近NZの 改革手法に注目するようになった。

(国際学部教授 ・高野 洋)

一239一


